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声
高
に
語
ら
れ
る
改
憲
論 

 

２
０
２
２
年
２
月
24
日
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
は
、

２
０
０
１
年
９
月
11
日
の
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
を
契
機
と
す
る

ブ
ッ
シ
ュ
米
大
統
領
の
先
制
予
防
攻
撃
論
に
よ
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
、
イ
ラ
ク
へ
の
武
力
攻
撃
と
同
じ
よ
う
に
世
界
を
変
え
て
し
ま

っ
た
。
Ｅ
Ｕ
（
欧
州
連
合
体
）
に
は
加
盟
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
ま

で
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
（
北
大
西
洋
条
約
機
構
）
に
は
加
盟
せ
ず
、
Ｎ
Ａ
Ｔ

Ｏ
と
ロ
シ
ア
と
の
間
で
軍
事
的
中
立
を
保
っ
て
き
た
北
欧
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
、
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
の
二
国
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
の
方
向
に
舵

切
し
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
い
ま
世
界
は
急
速
に
軍
事

同
盟
の
強
化
、
国
防
費
の
増
額
に
走
り
出
し
た
。 

日
本
で
も
、
従
来
に
増
し
て
の
軍
事
費
の
倍
増
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ

２
％
（
約
10
兆
円
）、
敵
基
地
攻
撃
能
力
の
保
有
論
、
改
憲
が
声

高
か
に
語
ら
れ
、「
核
共
有
」
論
ま
で
公
然
と
語
ら
れ
始
め
た
。 

 

２
０
２
２
年
５
月
２
日
、
田
久
保
忠
衛
国
家
基
本
問
題
研
究
所 

      

副
理
事
長
は
憲
法
改
正
の
好
機
が
到
来
し
た
と
し
て
、
「
国
際
情

勢
の
変
化
は
日
本
に
憲
法
改
正
の
必
要
を
促
し
て
い
る
。
ウ
ク
ラ

イ
ナ
戦
争
に
よ
っ
て
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
諸
国
は

こ
ぞ
っ
て
防
衛
面
の
強
化
に
乗
り
出
し
、
と
り
わ
け
軍
事
忌
避
の

傾
向
が
強
か
っ
た
ド
イ
ツ
は
国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
の
１
・

５
％
だ
っ
た
防
衛
費
を
一
挙
に
２
％
以
上
へ
引
き
上
げ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
日
本
の
防
衛
努
力
強
化
の
動
き
に
敏
感
な
米
国
の
一
部

リ
ベ
ラ
ル
派
に
存
在
し
た
『
軍
国
主
義
復
活
』
警
戒
論
も
、
当
面

は
静
か
で
あ
る
。
憲
法
改
正
は
い
ま
三
度
目
の
チ
ャ
ン
ス
を
迎
え

て
い
る
。
」
と
述
べ
る
な
ど
大
張
り
切
り
で
あ
る
。
日
本
の
軍
備

増
強
に
警
戒
感
を
持
つ
米
国
リ
ベ
ラ
ル
派
の
動
向
を
気
に
し
て
い

る
と
こ
ろ
な
ど
興
味
深
い
。
日
米
安
保
条
約
が
日
本
の
軍
事
大
国

化
へ
の
歯
止
め
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
ビ
ン
の
蓋
」

論
で
あ
る
。 

同
氏
は
、
こ
れ
ま
で
改
憲
の
「
チ
ャ
ン
ス
」
が
二
度
あ
っ
た

と
し
て
、
１
９
７
９
年
12
月
、
ソ
連
（
当
時
）
が
ア
フ
ガ
ニ
ス

11 

24 
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タ
ン
に
武
力
侵
攻
し
た
と
き
と
、
イ
ラ
ク
の
ク
エ
ー
ト
侵
攻
を
米

国
を
中
心
と
し
た
多
国
籍
軍
が
撃
退
し
た
１
９
９
１
年
の
湾
岸
戦

争
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
三
度
目
の
正
直
、
今
回
の
「
チ
ャ
ン
ス
」

は
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
侵
攻
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

「
戦
争
」
で
あ
る
。
戦
争
を
チ
ャ
ン
ス
と
す
る
改
憲
論
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
国
家
観
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ

る
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。 

 

戦
争
に
燥
ぐ
軍
産
複
合
体 

 

戦
争
に
な
る
と
燥
ぐ
の
が
軍
事
産
業
と
「
改
憲
」
派
で
あ
る
。 

戦
争
は
最
大
の
人
権
侵
害
で
あ
り
、
同
時
に
最
大
の
消
費
で

あ
り
、
軍
需
産
業
が
燥
ぐ
の
は
武
器
の
需
要
が
急
増
す
る
か
ら
で

あ
る
。
ロ
シ
ア
の
侵
攻
に
呻
吟
す
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
米
国
を
中

心
と
し
た
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
か
ら
の
武
器
提
供
の
凄
ま
じ
さ
に
驚
く
。 

軍
産
複
合
体
に
よ
る
政
府
支
配
の
危
険
性
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
１
９
６
１
年
１
月
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
米
大
統
領
の
退
任
演
説

で
警
告
さ
れ
て
い
る
が
、
米
国
の
軍
需
産
業
は
、
10
年
に
一
度

は
戦
争
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。 

改
憲
派
も
「
戦
争
」
は
大
歓
迎
で
あ
る
。
戦
争
の
惨
禍
の
反

省
の
下
、
「
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
こ
る

こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
」
て
成
立
さ
せ
た
平
和

憲
法
を
、
戦
争
で
き
る
国
に
し
よ
う
と
す
る
改
憲
派
が
、
世
界
で

戦
争
が
起
こ
る
た
び
に
改
憲
の
チ
ャ
ン
ス
と
燥
ぐ
の
は
当
然
で
あ

る
。 

 

ア
ー
ミ
テ
ー
ジ
リ
ポ
ー
ト
に
よ
る
督
戦 

 

改
憲
派
と
対
峙
す
る
に
際
し
て
、
大
切
な
こ
と
は
「
改
憲
」

が
な
さ
れ
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
社
会
を
招
来
す
る
か
と
い
う
想

像
力
で
あ
る
。
こ
の
想
像
力
を
培
う
に
は
過
去
の
歴
史
に
し
っ
か

り
と
向
き
会
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。 

２
０
１
４
年
７
月
１
日
の
閣
議
決
定
に
よ
る
集
団
的
自
衛
権

行
使
容
認
、
翌
２
０
１
５
年
９
月
18
日
未
明
の
安
保
関
連
法
制

の
強
行
採
決
は
、
専
守
防
衛
と
い
う
安
全
保
障
に
関
す
る
憲
法
秩

序
を
破
壊
す
る
「
ク
ー
デ
タ
ー
」
で
あ
っ
た
。 

こ
の
こ
と
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
時
の
国
務
副
長
官
リ
チ
ャ
ー

ド
・
ア
ー
ミ
テ
ー
ジ
ら
に
よ
る
２
０
０
０
年
10
月
の
第
１
次
ア

ー
ミ
テ
ー
ジ
リ
ポ
ー
ト
以
来
、
数
次
に
亘
っ
て
安
倍
晋
三
ら
に
改

憲
も
し
く
は
集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
せ
よ
と
迫
っ
て
い
た
「
ア

ー
ミ
テ
ー
ジ
リ
ポ
ー
ト
」
が
、
集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
・
安
保

法
成
立
後
の
第
４
次
リ
ポ
ー
ト
に
お
い
て
、
第
３
次
ま
で
の
叱
咤

激
励
の
リ
ポ
ー
ト
と
異
な
り
、
日
本
の
安
全
保
障
政
策
の
転
換
に

は
し
ゃ 

し
ん
ぎ
ん 

と
く
せ
ん 
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満
足
す
る
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
（
２
０
１
４
年
４

月
24
日
朝
日
新
聞
）。
彼
ら
の
日
本
に
対
す
る
要
求
は
「
敵
基
地

攻
撃
能
力
」
の
取
得
へ
と
さ
ら
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
。 

 

敵
対
的
相
互
依
存
関
係 

 

以
降
、
武
器
輸
出
禁
止
原
則
の
緩
和
、
米
軍
と
一
体
と
な
っ

た
自
衛
隊
、
米
中
対
立
を
睨
ん
だ
南
西
諸
島
に
お
け
る
ミ
サ
イ
ル

防
衛
網
の
設
置
、
米
国
の
言
い
な
り
だ
、
改
憲
が
な
さ
れ
れ
ば
こ

の
動
き
を
さ
ら
に
加
速
さ
せ
ら
れ
る
。
軍
事
大
国
化
は
、
近
隣
諸

国
と
り
わ
け
、
中
国
、
北
朝
鮮
と
の
軍
事
的
緊
張
関
係
を
高
め
る

と
と
も
に
国
内
に
お
い
て
は
民
生
を
圧
迫
す
る
。
喜
ぶ
の
は
国
内

外
の
軍
需
産
業
と
軍
拡
の
機
会
を
う
か
が
っ
て
い
る
こ
れ
ま
た
国

内
外
の
軍
拡
主
義
者
だ
。
日
本
の
右
派
は
中
国
、
北
朝
鮮
の
軍
拡

主
義
者
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
送
り
、
ま
た
彼
ら
か
ら
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
も
ら
っ
て
い
る
。「
敵
対
的
相
互
依
存
関
係
」
で
あ
る
。 

 

喫
緊
の
政
治
課
題
は
改
憲
で
は
な
い 

 

今
、
国
会
の
憲
法
審
査
会
で
、
論
議
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る

改
憲
４
項
目
は
、
い
ず
れ
も
憲
法
を
変
え
て
対
処
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
よ
う
な
事
情
は
存
在
せ
ず
（
立
法
事
実
が
な
い
）
、
仮
に

「
存
在
」
し
た
と
し
て
も
、
改
憲
と
い
う
手
続
き
で
な
く
、
あ
ら

た
な
法
律
の
制
定
で
十
分
対
処
で
き
る
類
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

朝
日
新
聞
の
世
論
調
査
に
よ
れ
ば
、
喫
緊
の
政
治
課
題
と
し
て
改

憲
を
挙
げ
た
の
は
わ
ず
か
２
％
で
あ
っ
た
と
い
う
（
２
０
２
２
年

５
月
16
日
朝
日
新
聞
）。 

「
始
め
に
改
憲
あ
り
き
」
の
改
憲
派
は
こ
の
こ
と
に
耳
を
傾

け
な
い
。
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
実
験
、
「
台
湾
有
事
」
を
声
高
に

語
り
、
北
東
ア
ジ
ア
で
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
同
じ
よ
う
に
今
に
も
戦

争
が
始
ま
る
か
の
よ
う
に
煽
り
立
て
、
改
憲
の
「
気
運
」
を
作
り

出
す
の
に
躍
起
で
あ
る
。 

 

日
中
共
同
声
明
50
年 

 
 

今
年
は
憲
法
施
行
75
年
だ
が
、
憲
法
は
１
９
５
１
年
９
月
８

日
締
結
さ
れ
、
翌
52
年
４
月
28
日
発
効
し
た
日
米
安
保
条
約
・

日
米
行
政
協
定
（
地
位
協
定
）
に
よ
っ
て
大
き
く
浸
食
さ
れ
て
き

た
。 し

か
し
、
他
方
で
こ
の
憲
法
を
支
え
る
様
々
な
「
平
和
資

源
」
が
存
在
す
る
。
日
中
共
同
声
明
（
１
９
７
２
年
）
を
中
心
と

す
る
日
中
間
の
四
つ
の
基
本
文
書
で
あ
る
。
四
つ
の
基
本
文
書
に

一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
の
が
、
日
本
の
戦
争
責
任
に
対
す
る
反
省

と
日
中
は
互
い
に
覇
権
国
家
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
二
つ
の
決
意 
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で
あ
る
。 

韓
国
と
の
関
係
で
は
、
日
本
が
韓
国
の
植
民
地
支
配
に
対
し

真
摯
に
反
省
し
、
か
つ
未
来
志
向
的
な
関
係
の
構
築
を
誓
っ
た

「
二
一
世
紀
に
向
け
て
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ 

日
韓
共
同
宣

言
」（
１
９
９
８
年
10
月
８
日
）
が
あ
る
。 

改
憲
を
語
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
宣
言
・
条
約
と
の
整
合
性
に

つ
い
て
論
ず
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
自
衛
隊
に
、
中
国

を
「
仮
想
敵
国
」
視
す
る
米
軍
と
一
体
と
し
て
の
軍
事
活

動
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
改
憲
が
、
軍
事
で
な
く
外
交
に

よ
っ
て
紛
争
の
平
和
的
解
決
を
目
指
す
日
中
間
の
四
つ
の

基
本
文
書
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。 〈

物
が
国
境
を
越
え
な
い
と
こ
ろ
で
は
兵
隊
が
超
え

て
ゆ
く
〉
と
も
い
う
。
文
化
も
含
む
物
流
は
自
国
の
経
済

的
利
益
だ
け
で
な
く
安
全
保
障
に
も
資
す
る
。 

Ｅ
Ｕ
（
欧
州
連
合
）
の
基
礎
は
冷
戦
の
１
９
５
１
年

７
月
、
フ
ラ
ン
ス
、
西
ド
イ
ツ
（
当
時
）
、
オ
ラ
ン
ダ
、

イ
タ
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
６
ヵ
国
に

よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
条
約
に
あ
る

こ
と
を
思
い
起
こ
す
べ
き
だ
。 

２
０
０
１
年
、
ワ
イ
ッ
ゼ
ッ
カ
ー
元
西
ド
イ
ツ
（
当

時
）
大
統
領
を
委
員
長
と
す
る
「
ド
イ
ツ
国
防
軍
改
革
委
員
会
報

告
書
」
は
「
ド
イ
ツ
は
歴
史
上
は
じ
め
て
隣
国
す
べ
て
が
友
人
と

な
っ
た
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
め
ら
れ
て
い
る
。
「
隣
国
す
べ

て
が
友
人
」
、
究
極
の
安
全
保
障
だ
。 

75
年
前
、
我
々
は
「
敵
基
地
攻
撃
能
力
」
、
で
は
な
く
、

「
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら

の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
」
（
憲
法
前
文
）
の

で
は
な
か
っ
た
か
。 

 
 
 
 
 

（
う
ち
だ 

ま
さ
と
し
） 

新憲法普及運動紙芝居（１９４７年） 


